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空き家の 3000 万円控除のポイント② 
売却額は 1 億円以下 
以前ご紹介した空き家の 3000 万
控除についてのポイント第 2 弾です。
（※内容については 2016/7 号もご
参照ください。） 

この制度のポイントの 1 つに、切り売
りを想定している、ということが挙げられ
ます。この制度は譲渡価額が 1 億円
以下に限られていますので、全体で売
ると上限を超えてしまうような物件であ
れば分筆して 1 億以下にして売る、
という方法が考えられるのですが、この
ように切り売りした場合に注意が必要
です。 

というのも、仮に切り売りして 1 億円
以下にして売却できたとしても、切り
売りしてから 3 年目の年末までに残
地を譲渡した場合には、その残地も
含めて 1 億円の判定をされてしまう
のです。 

切り売りに注意︕ 
そのため、まず切り売りした⼈は残地を
相続した⼈に売却した旨と売却日等を
通知する義務が生じ、さらに残地を売っ
た⼈も切り売りした⼈に売却した旨と
売却日、売却価額等を通知する義務
が生じるというのです。 

たしかに、残地も含めて 1 億円の判定
をするということは、お互いに情報を共有
しなければ 1 億円を超えたかどうか認
識することが出来ませんので、必要な法
律といえば必要な法律です。しかし、た
とえ親族間とはいえ、相手に売却したこ
とや売却額まで教えることを⼀般市⺠に
強いるような制度設計にすることには疑
問を感じざるを得ません。 

いずれにしても、この制度で切り売りをす
る場合には色々と注意が必要なようで
す。 

今月のコメント 
皆さま、あけましておめでとうございます。本
年も宜しくお願い致します。 

新年となり心機⼀転、という訳ではありませ
んが今月から写真を新しくしました。前の写
真も⻑年愛用しており個⼈的には気に入
っていたのですが、「ネクタイが曲がっている」
という指摘（失笑︖）を多方面から受け
ておりましたので代えることにしました。あま
り細かいことは気にしない方なので、当の本
⼈は全く気付いてなかったです(笑) 
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